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川越町指定特定相談支援等体制強化補助金に係るＱ＆Ａ 

 

＜事業の目的等について＞ 

Ｑ１．この事業の目的は 

Ａ１．障害福祉サービスが充実してきている中で、相談支援専門員の不足から「適切な福祉

サービスに繋がらない」、「ライフステージの転換期に支援が途切れてしまう」などが

懸念される状況にあることから、民間事業所において複数の職員を確保できるよう、

当該事業により報酬に上乗せ補助を支給することで、乳幼児期から学齢期、学齢期か

ら成年期への障害児・者相談支援事業の途切れのない支援の強化を図ることを目的

としています。 

 

Ｑ２．どのような補助か 

Ａ２．川越町が計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給決定を行った者と相

談支援の契約をし、支援を実施した要綱に定める相談支援事業所に対して補助を行

います。 

 

Ｑ３．補助金を受けられる事業所は 

Ａ３．川越町が受給者証を発行している障害者または障害児と特定計画相談または障害児

相談支援の契約を締結している川越町及び四日市市、菰野町、朝日町（以下「対象区

域」という。）に所在している特定計画相談事業所及び障害児相談支援事業所です。 

 

Ｑ４．この補助制度はいつまで続くのか 

Ａ４．この制度は令和４年度から５年間の事業です。相談支援専門員の配置状況、セルフプ

ランの推移などを踏まえて、事業の継続、廃止、見直しを含め検討を行います。また、

障害福祉サービス報酬の改定により、補助単価を変更する場合もあります。 

 

＜補助金申請書類について＞ 

Ｑ５．書類の提出先はどこか 

Ａ５．計画相談支援給付費の支給決定を行った者及び障害児相談支援給付費の支給決定を

行った者に係る申請については、 

   〒510-8588 川越町役場福祉課 へ提出してください。 

 

Ｑ６．提出方法は 

Ａ６．基本的には郵送にて提出してください。持参いただいてもかまいませんが、窓口での

審査等は行えません（不備があれば後日ご連絡いたします）。 

申請書類に対象者（児）の個人情報を含むため、メールでの提出は原則不可とします。 

 

Ｑ７．書類の提出の締切はいつか 

Ａ７．交付申請書については、２回締め切りがあります。 
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申請年度の４月１日時点での継続契約の対象者（児）については同年度の５月３１日

まで、それ以降の新規契約分については、契約を締結した日の属する年度の３月３１

日までに提出してください。 

実績報告書については申請年度の３月３１日までが締め切りです。 

 

Ｑ８．障害者と障害児の申請を一括ですることは可能か 

Ａ８．一括して申請することが可能です。 

 

Ｑ９．交付申請の添付書類の「契約を交わしたことが分かる書類」とはどのようなものか 

Ａ９．「新規」の場合…契約内容報告書、契約書の写し など 

   「継続」の場合…契約内容報告書、契約書の写し、モニタリング報告書 など 

 

Ｑ１０．書類を出せば必ず補助されるのか 

Ａ10．補助要件を満たすことが必要となります。また、予算の範囲内での補助となりますの

で、予算を超えた場合は受付できません。なお、同一利用者１名につき１年度、事業

所ごとに１回の申請とし、３回を限度とします。 

 

Ｑ１１．実績報告は何の実績を報告すればよいか  

Ａ11．補助金の申請対象となった対象者（児）の一覧と、補助金の申請年度とその前年度に

おける相談支援専門員や担当件数、紹介件数等の比較表（成績書）、補助金を受けた

事業所単独の収支決算書等を提出いただきます。 

 

＜補助対象の考え方について＞ 

Ｑ１２．「新規」と「継続」の考え方は 

Ａ12．「新規」とは、各事業所において新規利用者への支援を行った場合の他、他事業所か

らの移管、障害児から障害者の移行、セルフプランから計画相談への移行も含みます。 

「継続」とは、各事業所においてすでに登録済みの利用者への支援を行った場合です。 

 

Ｑ１３．契約後、利用計画作成に至らず、給付費の請求ができなかった場合は請求できない

のか 

Ａ13．「新規」として請求できます。この場合、申請書の添付書類として、契約内容報告書

の写しまたは契約書の写しと経緯の分かる相談記録の写しを提出してください。 

 

Ｑ１４．障害児相談支援と特定相談支援の指定を受けている事業所において、利用者が１８

歳に到達したことにより、障害児相談支援から計画相談支援に移行した場合の取扱

いは 

Ａ14．計画相談支援は「新規」として取り扱います。なお、移行前の障害児相談支援も「新

規」または「継続」として請求は可能です。 
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Ｑ１５．前の問（Ｑ14）について、障害児相談支援の補助金をすでに３年度補助金を受けてい

た場合、特定計画相談支援として補助金を受けることができないのか 

Ａ15．障害児相談支援から計画相談支援に変更となった場合はサービス種類が異なるため、

障害児相談支援ですでに３年度分の補助金を受けていた場合についても、特定計画

相談支援の補助金を初回分として新たに受けることが可能です。 

 

Ｑ１６．同一利用者において、３年を補助の限度としているが、同一利用者の考え方は何か 

Ａ16．同じサービス種類（計画相談支援または障害児相談支援）を川越町の受給者として利

用している人を指します。 

ただし、町外へ転出後に再転入した場合、転入前後の受給者は別人として取り扱いま

す。 

 

Ｑ１７．利用者が年度途中で事業所を変更した場合は、どうなるのか 

Ａ17．変更前、変更後の事業所ともに算定が可能ですが、提出前に申請する書類等について

担当課へご相談ください。なお、変更後の事業所は「新規」の算定年度となります。 
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補助金交付イメージ 

    …契約       …契約期間  新規／契約…その年度の申請種類 
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R3 R4 R5 R6 R7 

①令和３年度以前から継続して同じ事業所を利用する場合 

②令和４年度に契約し、同じ事業所を利用する場合 

③令和３年度以前から A事業所を利用し、５年度に B事業所へ移管した場合 

 （A,B ともに川越町内の事業所） 

④令和４年度中に契約をしたが、計画作成に至らなかった場合 

※同一利用者で 

３年取得したため

R7は取得不可 
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R3 R4 R5 R6 R7 

⑤令和３年度以前から A事業所を利用し、令和５年度中に B事業所へ移管後、 

令和６年度中に再びＡ事業所に移管した場合（ＡＢともに対象区域内の事業所） 

同一利用者で３年 

補助金を受けたため 

Ｒ７は不可 

１
８
歳
到
達 

⑦令和３年度以前より障害児支援の契約をしており、５年度中に１８歳に到達、 

同事業所の特定計画支援の契約を令和６年４月１日に行った場合 

 

特定計画支援の契約が１８歳到達の年度

中に行われた場合、移管同様、契約年度

で特定の新規、次年度を特定の継続とし

て取り扱います 

⑥令和３年度以前から A 事業所を利用し、R5 町外へ転出・B 事業所へ移管。その

後、R6に町内に再転入し、再度 A事業所と契約を結んだ場合。 

 

再転入により、 

別対象者として

R6から新しく補

助対象。 


